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規

則

■群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
八
十
九
号

群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日

を
定
め
る
規
則

群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬

県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
施
行
期
日
は
、
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
と
す
る
。

群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
九
十
号

群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
承
認
申
請
）

第
二
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
の
利
用
の
承
認
を
得

よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
利
用
承
認
申
請
書

（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
条
例
別
表
に
掲
げ
る

時
間
利
用
又
は
一
日
利
用
に
係
る
有
料
座
席
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
利
用
の
承
認
）

第
三
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
施
設
の
利
用
を
承

認
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
利
用
承
認
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
施
設
を
利
用

す
る
と
き
は
、
当
該
承
認
書
を
職
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
者
の
承
認
は
、
職
員
が
、
当
該
者
に
対
し
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
登
録
証
の
提
示
を
求
め
、
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
）

第
四
条

利
用
者
は
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス

利
用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
利
用
の
変
更
又
は
取
消
し
を

承
認
し
た
と
き
は
、
利
用
者
に
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
利
用
変
更
（
取
消
し
）
承
認
書
（
別
記
様
式

第
四
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
の
納
付
期
限
）

第
五
条

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
六
条

条
例
第
十
一
条
で
定
め
る
特
別
の
理
由
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該
理
由
に

よ
り
減
免
す
る
額
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
別
表
に
掲
げ
る
時
間
利
用
又
は
一
日
利
用
に
係
る
有
料
座
席
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

が
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園

を
除
く
。
）
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
す
る
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
知
事

が
認
め
た
も
の
で
あ
る
場
合

当
該
使
用
料
の
十
分
の
四
に
相
当
す
る
額

二

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

知
事
が
適
当
と
認
め
る
額

２

前
項
第
一
号
の
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
使
用
料
減
免

申
請
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
使
用
料
の
減
免
を
決
定
し
た

と
き
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
使
用
料
減
免
承
認
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
使
用
料
の
返
還
）

第
七
条

条
例
第
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由

に
よ
り
特
定
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
返
還
す
る
使
用
料
の
額
は
、
既

に
納
付
し
た
使
用
料
の
額
か
ら
、
当
該
月
に
お
い
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
日
の
日
数
に
、
個

人
の
場
合
は
三
百
三
十
円
を
、
法
人
の
場
合
は
八
百
三
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
使
用
料

返
還
申
請
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遵
守
事
項
）

第
八
条

利
用
者
及
び
第
三
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

引
火
性
物
品
等
の
危
険
物
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

二

群
馬
県
庁
舎
三
十
二
階
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
（
以
下
「
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
」
と
い
う
。
）

の
施
設
、
附
属
設
備
及
び
備
品
等
を
汚
損
し
、
又
は
毀
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い

こ
と
。

三

職
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
事
項
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２

利
用
者
は
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
に
お
い
て
企
画
事
業
を
実
施
す
る
と
き
は
、
前
項
各
号
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項
を
入
場
者
に
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
定
の
場
所
以
外
に
お
い
て
飲
食
し
、
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

二

他
の
入
場
者
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

（
管
理
の
細
則
）

第
九
条

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
官
民
共
創
ス
ペ
ー
ス
の
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係）

官民共創スペース利用承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

氏 名

電話番号

法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名

次のとおり利用の承認を申請します。

なお、利用に際しては、群馬県庁舎３２階官民共創スペースの設置及び管理に関する条例及び群馬県庁舎

３２階官民共創スペースの設置及び管理に関する条例施行規則に従います。

区 分 利用希望日

□ 有料座席 年 月 日から 年 月末日まで

（１月利用（個人）） □ 翌月以降の自動更新を希望

□ 有料座席 年 月 日から 年 月末日まで

（１月利用（法人）） □ 翌月以降の自動更新を希望

号 外 （第５号）令和２年１２月２１日（月） 群 馬 県 報
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係）

官民共創スペース利用承認書

年 月 日

様

群馬県知事

年 月 日付けで申請のあった官民共創スペースの特定施設の利用については、次のとおり

承認します。

区 分 利 用 日

□ 有料座席 年 月 日から 年 月末日まで

（１月利用（個人）） □ 翌月以降自動更新

□ 有料座席 年 月 日から 年 月末日まで

（１月利用（法人）） □ 翌月以降自動更新
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号 外 （第５号）令和２年１２月２１日（月） 群 馬 県 報

別記様式第３号（規格Ａ４）（第４条関係）

官民共創スペース利用変更（取消し）承認申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

氏 名

電話番号

法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名

年 月 日付けで承認のあった官民共創スペースの特定施設の利用について、次のとお

り変更（取消し）の承認を申請します。

区 分 変 更 前 変 更 後

□ 有料座席 年 月 日から 年 月 日から

（１月利用（個人）） 年 月末日まで 年 月末日まで

□ 翌月以降自動更新 □ 翌月以降自動更新 □ 取消し

□ 有料座席 年 月 日から 年 月 日から

（１月利用（法人）） 年 月末日まで 年 月末日まで

□ 翌月以降自動更新 □ 翌月以降自動更新
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係）

官民共創スペース利用変更（取消し）承認書

年 月 日

様

群馬県知事

年 月 日付けで申請のあった官民共創スペースの特定施設の利用の変更（取消し）につい

ては、次のとおり承認します。

区 分 変 更 前 変 更 後

□ 有料座席 年 月 日から 年 月 日から

（１月利用（個人）） 年 月末日まで 年 月末日まで

□ 翌月以降自動更新 □ 翌月以降自動更新 □ 取消し

□ 有料座席 年 月 日から 年 月 日から

（１月利用（法人）） 年 月末日まで 年 月末日まで

□ 翌月以降自動更新 □ 翌月以降自動更新
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号 外 （第５号）令和２年１２月２１日（月） 群 馬 県 報

別記様式第５号（規格Ａ４）（第６条関係）

官民共創スペース使用料減免申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

氏 名

電話番号

次のとおり使用料の減免の承認を申請します。

減免申請の理由 □ 群馬県庁舎３２階官民共創スペースの設置及び管理に関する条例施行規則第６条

第１項第１号に該当

※ 申請に当たっては、次の内容を確認の上、□にレを記入してください。

（使用料の減免）

第６条 条例第１１条で定める特別の理由は次の各号に掲げるものとし、当該理由により減免する額はそれ

ぞれ当該各号に定めるものとする。

一 条例別表に掲げる時間利用又は１日利用に係る有料座席の利用者が、学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１条に規定する学校（幼稚園を除く。）、同法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１

３４条第１項に規定する各種学校に在学する児童、生徒及び学生並びにこれに準ずる者と知事が認めた

ものである場合 当該使用料の１０分の４に相当する額
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別記様式第６号（規格Ａ４）（第６条関係）

官民共創スペース使用料減免承認書

年 月 日

様

群馬県知事

年 月 日付けで申請のあった官民共創スペースの使用料の減免については、次のとおり承

認します。

減 免 の 理 由 群馬県庁舎３２階官民共創スペースの設置及び管理に関する条例施行規則第６条第１項

第１号に該当
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別記様式第７号（規格Ａ４）（第７条関係）

官民共創スペース使用料返還申請書

年 月 日

群馬県知事 あて

申請者 住 所

氏 名

電話番号

法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名

次のとおり使用料の返還を申請します。

利 用 承 認 日 年 月 日

納 付 日 年 月 日

返 還 申 請 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

返 還 申 請 理 由

添 付 書 類 使用料の領収書

金融機関名

本 支 店 名

返還金受取金融機関 口 座 番 号 普通・当座

カ タ カ ナ

口座名義人
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